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関
す
る
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問
主
意
書
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認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

子
育
て
と
仕
事
を
両
立
で
き
る
社
会
の
実
現
の
た
め
に
も
、
ま
た
児
童
虐
待
を
防
ぎ
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
実
現
す
る

観
点
か
ら
も
、
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
と
量
の
拡
充
が
必
要
で
あ
る
が
、
家
庭
に
お
い
て
保
育
並

び
に
児
童
の
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
必
要
な
保
護
を
行
う
業
に
つ
い
て
、
複
数
の
制
度
が
あ
り
、
所
管
が
分
か
れ
、
利
用
者

に
と
っ
て
も
、
ま
た
こ
の
職
業
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
も
そ
の
実
態
が
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
以
下
質
問
を
す

る
。

一

利
用
対
象
者
に
特
段
の
制
限
が
な
い
認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
は
そ
の
届
出
義
務
が
児
童
福
祉
法
で
定
め
ら
れ
て

い
る
が
、
個
人
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
事
業
者
そ
れ
ぞ
れ
何
件
届
出
が
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

ま
だ
未
届
の
事
業
者
が
相
当
数
い
る
と
想
像
さ
れ
る
中
、
届
出
事
業
者
に
対
し
て
指
導
監
督
基
準
を
創
設
す
る
こ
と
が
届

出
制
の
デ
ィ
ス
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
実
効
性
の
あ
る
施
策
を
講
じ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

三

認
可
外
保
育
施
設
指
導
監
督
基
準
に
お
い
て
、
認
可
外
の
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
「
保
育
従
事
者
の
人
間
性
及
び
専
門

性
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
」
と
明
記
さ
れ
、
積
極
的
に
研
修
を
受
講
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
般
の
無
償
化

を
契
機
に
、
新
た
に
策
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
指
導
監
督
基
準
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
質
の
確

一



保
、
従
事
者
の
資
格
や
研
修
の
受
講
な
ど
に
つ
い
て
、
従
来
の
認
可
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
お
け
る
家
庭
的
保
育
者

や
、
公
益
社
団
法
人
全
国
保
育
サ
ー
ビ
ス
協
会
独
自
の
民
間
資
格
で
あ
る
「
認
定
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
」
と
ど
の
よ
う
に
整
合

性
を
取
る
の
か
。
研
修
時
間
や
研
修
内
容
で
差
を
つ
け
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

四

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
指
導
監
督
基
準
を
創
設
し
、
同
基
準
を
各
自
治
体
で
運
用
す
る
に
あ
た
り
、
公
益
社
団
法
人
全
国
保

育
サ
ー
ビ
ス
協
会
に
補
助
や
委
託
を
行
う
予
定
は
あ
る
か
。

五

二
〇
一
九
年
度
の
認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
利
用
者
に
対
す
る
無
償
化
の
予
算
額
と
、
そ
の
試
算
根
拠
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


